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七ヶ宿町共同募金委員会からのお知らせ
　七ヶ宿町共同募金委員会では、地域に根ざした福祉活動並びにボランティア活動を推進し、
町づくりや住民の福祉向上に貢献する各種団体並びにボランティア団体を対象に、事業の助成
を行っています。
◆助 成 額　１団体　５万円以内　（総額15万円）　
　　　　　　※�共同募金配分金を財源とし、助成事業額の額は当該年

度の事業計画の定めるところによるのもとします。　
◆対象事業　・先駆的・開拓的な事業
　　　　　　・活動に必要な物資・資財購入事業
　　　　　　・研修及び調査活動向上を目的とした事業　
　　　　　　・他団体等から補助金などの資金援助を受けていない事業
　　　　　　※人件費及び飲食費に相当する経費は認められません。　
◆助成申請　交付申請書により所定の書類を添付して提出してください。
　　　　　　※助成に係る審査有り　　　

●お問い合わせ　　七ヶ宿町社会福祉協議会　☎︎３７−２２７１（担当：吉野）

　７月21日から８月20日までの１ヶ月間は、夏の交通事故防止運動期間です。夏期の行楽時
や帰省時における長距離運転の過労、漫然運転や子供の飛び出し、飲酒運転による交通事故を
防止するため、次のことを重点目標とし安全運転を心がけましょう。

①適度な緊張感を保持したゆとりのある運転の徹底
②全ての座席のシートベルト等の正しい着用の徹底
③子供と高齢者の交通事故防止
④飲酒運転の根絶
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◆国民健康保険の保険証が新しくなります◆
　現在お持ちの保険証の有効期限は令和５年７月31日となっております。
　新しい保険証を７月中旬から下旬にかけて順次郵送いたしますのでご確認ください。なお、
国民健康保険税に未納がある世帯には、窓口において納税相談後新しい保険証をお渡しいたし
ます。

８月１日以降に医療機関を受診される際には、新しい「保険証」を窓口に提示してください

◆加入・脱退の手続きについて◆
　国民健康保険の被保険者が就職した場合や、勤務先を退職して社会保険から脱退した場合に
は、事実の生じた日から14日以内に届出が必要となります。
　これらの手続きが遅れると、医療機関を受診する際に全額負担（10割負担）となり、また年
金の受給額が減額されるなどの不利益が伴いますので速やかに手続きにお越しください。

◆国民健康保険税について◆
　国民健康保険税は世帯あたりの所得、世帯の加入者数に応じて計算し、４月からの１年間の
国保税を、全８期に分けて納付していただきます。なお、一部の世帯は、世帯主の年金から特
別徴収（天引き）されます。
　特別な理由がなく国保税の納付がない場合には、給付が制限される場合がありますので、納
付が困難な場合には、早めにご相談ください。

●お問い合わせ　　町民税務課　☎︎３７−２１１４（担当：鵜沼）

◆保険証が新しくなります◆
　現在お持ちの保険証（緑色）は有効期限が令和５年７月31日となっております。新しい保険
証（オレンジ色）を７月中旬以降に郵送します。

◆令和５年度保険料について◆
　保険料の納付方法は、年金から納めていただく「特別徴収」と口座振替や納付書で納めていた
だく「普通徴収」があります。資格を取得してからの一定期間や年金の受給状況などによっては、

「普通徴収」となる場合があります。
　なお、下記のような場合は窓口へご相談ください。
●災害で住宅や家財に著しい損害を受けた場合
●世帯主の死亡や失業などで収入が著しく減少した場合
　上記の場合以外でも、相談により保険料を分割できる場合があります。
※�特別な理由がなく保険料を滞納した場合は通常の保険証より有効期間の短い保険証（短期被
保険者証）が交付される場合があります。

●お問い合わせ　　宮城県後期高齢者医療広域連合　☎︎０２２−２６６−１０２１
　　　　　　　　　町民税務課　☎︎３７−２１１４（担当：熊谷）
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